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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月11日(2013.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、透液性繊維不織布に関し、より詳しくは使い捨ておむつや生理用ナプキン
等の使い捨ての体液吸収性物品の表面シートとして使用するのに好適な透液性繊維不織布
に関する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
（実施例１～１０）
１．実施例の繊維不織布を得るためのステープル繊維として、芯成分がポリエステル樹脂
で、鞘成分がポリエチレン樹脂である第１および第２複合ステープル複合繊維を混合した
。第１複合ステープル繊維は、繊度が２．２ｄｔｅｘであり、繊維長が４５ｍｍであって
、ステープル繊維全体に占める平方メートル当たりの質量は８０質量％であった。第２複
合ステープル繊維は、繊度が２．６ｄｔｅｘであり、繊維長が３８ｍｍであって、ステー
プル繊維全体に占める平方メートル当たりの質量は２０質量％であった。混合した第１お
よび第２ステープル繊維をローラーカード機で処理して質量が１５ｇ／ｍ２、２５ｇ／ｍ
２、３５ｇ／ｍ２、４０ｇ／ｍ２のウエブを得た。
２．これらのウエブを図２の工程において処理した。図２の工程ＩＩにおける第１、第２
、第３ノズル集合体の条件を下記のとおりに設定した。
　　（第１、第２ノズル集合体）
　　　　ノズルマニホールドにおける空気温度：２００℃
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　　　　ウエブの単位面積当たりの加熱空気噴射量：８．１６Ｎｌ／ｍ２

　　（第３ノズル集合体）
　　　　ノズルマニホールドにおける空気温度：３５０℃
　　　　ウエブの単位面積当たりの加熱空気噴射量：
　　　　１０．９２～１９．１７Ｎｌ／ｍ２

　なお、各ノズル集合体における単体ノズルは、ピッチを４ｍｍにセットし、ノズル集合
体どうしの間では単体ノズルどうしが機械方向で列を作るようにセットした。また、サク
ションドラムの周面における透孔の開孔率は２２．１６％にセットした。
３．工程ＩＩを通過したウエブは、工程ＩＩＩに送り、工程ＩＩＩでは温度１３５℃の加
熱空気に５秒間接触させて、ステープル繊維どうしを互いに溶着させ、その後にウエブを
室温にまで冷却して、実施例１～１０の繊維不織布を得た。
　実施例１～１０における繊維不織布の評価結果は、表１～３に記載のとおりである。表
１～３および後記の表４における凸条部と凹条部との比容積は、下記の手順（１），（２
）によって求めた値である。
（１）１０ｃｍ×１０ｃｍの繊維不織布片１０枚についての平均質量から平方メートル当
たりの質量を次式によって求める。ただし、この発明において、この繊維不織布片よりも
小さな繊維不織布片を使用して質量を求めることも可能である。
　　　質量（ｇ／ｍ２）＝（平均質量（ｇ））÷０．０１
（２）比容積を求める繊維不織布片について、凸条部の頂部における厚さＴと凹条部の底
部における厚さｔを測定し、次式によって比容積を求める。
　　　凸条部または凹条部の比容積（ｃｃ／ｇ）＝｛（凸条部の厚さＴまたは凹条部の厚
さｔ）×１０００｝÷質量（ｇ／ｍ２）
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